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※細部については、実際の様式と若干異なりますので、ご了承ください。 

記載に当たっては、「令和 7 年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」（国税庁ホームページ） 

を参照ください。 

 ※給与支払報告書には令和 7 年 1月 1日から令和 7年 12 月 31 日までの間の収入等を記載してください。 

⑧ 
❶【年度】 ⑧と記載のあるものを使用してください。 

❷ 
❸ ❷【住所】 令和 8 年 1 月 1 日現在の住所（アパート、マンション名含む）を記載。 

❸【個人番号】、【氏名】、【受給者生年月日】 

支払を受ける方の個人番号（マイナンバー）、氏名、生年月日は必ず記載。 

❹【摘要】 

〇租税条約適用の記載 

  技能実習生等で租税条約を適用し、所得税の免除を受けている方は「〇〇条約〇
〇条該当」又は条約名等が不明であれば、「租税条約適用」と記載。 

〇徴収区分 

住民税を特別徴収できない方については、摘要欄に必ず普通徴収と記載。普通徴収

の記載がない場合は「特別徴収」とします。 

〇特定親族特別控除に関する記載 下記≪令和 8 年度(令和７年分)変更点≫もご参照ください。 

氏名の後に「特定親族特別控除の額の区分」の表の記載に対応する数字を記載。 

〇前職分 

  前職分を含めて記載した場合は「支払者名」、「支払金額」、「社会保険料の金額」
及び「源泉徴収税額」を必ず記載。 

〇「配偶者氏名（同配）」の記載 

  合計所得が 1,000 万円を超える方で障害者控除の適用を受ける同一生計配偶者が
いる場合は摘要欄に「配偶者氏名（同配）」と記載。 

❹ 

❺ 

❻ 

❺【生命保険料の金額の内訳】 

「生命保険料の控除額」欄を求める際に適用した各保険料の支払金額についてそれ

ぞれ該当する欄に記載。 

⓫ 

❻【配偶者の合計所得】 

令和 7 年中の配偶者の合計所得を記載。※収入金額ではありません。 

⓮ 

⓮【中途就・退職】 

中途就・退職者については、該当する方に○
を記載し、就職日・退職日を併せて記載。 

【訂正・取消について】 

給与支払報告書の提出後、給与支払金額等に
訂正がある場合は、速やかに訂正の給与支払報
告書等を提出してください。 

訂正の場合…摘要欄に「訂正」と記載し、再提
出してください。 

取消の場合…同じ内容の給与支払報告書の摘
要欄に「取消」と記載し、再提出
してください。 

上記どちらの場合も、総括表を添えて提出し
てください。総括表の報告人員欄は、再提出時
の給与支払報告書の提出人数を記載してくださ
い。 

❸ 

7 

❶ 

〇〇条約〇〇条該当              愛知 コノハ (１０)※特定親族特別控除関連 

 

前職：○○商事株式会社 支払金額：1,000,000 円 社会保険：50,000 円 源泉：2,000 円 

【国内非居住者である扶養親族の区分表記】 

 

⓭【16 歳未満の扶養親族】 

給与支払報告書には、16 歳未満の扶養親族
の個人番号を必ず記載してください。源泉徴
収票には個人番号の記載は不要です。 

租税条約関連 

平成○○ 

０ 

≪令和 8年度（令和７年分）変更点≫ 

❼【基礎控除の見直し】（令和 7、8 年分の時限措置あり） 

  合計所得金額に応じて基礎控除額が異なります。 

❽【給与所得控除の見直し】 

  給与所得控除について、55 万円の最低保障額を 65 万円に引き上げ。 

  ※給与収入金額が 190 万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。 

❹ ❾ ❿ ⓫【特定親族特別控除の創設】 

   居住者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族（配偶者、専従者を除く）

で合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下の者がいる場合に適用。 

❹に各人別に「特定親族特別控除の額の区分」の表の記載に対応する数字、 

❾に人数、❿に控除額、⓫に控除対象者を記載。 

⓬【扶養親族等の所得要件の見直し】 

  扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が 48 万円から 58 万円に引上げられ

ました。勤労学生の所得要件は 75 万円から 85 万円に引き上げられました。 
 

等 

個人事業主の方へのお願い 

支払者が個人事業主の場合、下記の書類で本人
確認、個人番号確認及び代理権確認をさせていた
だく必要があります。郵送の場合は書類の写し（委
任状は原本）を同封してください。 
ｅＬＴＡＸの場合は不要です。 
 
（１）支払者本人が提出する場合   

・番号確認書類（支払者のもの） 
・本人確認書類（支払者のもの） 

（２）代理人（税理士等）が提出する場合 
  ・番号確認書類（支払者のもの） 

・本人確認書類（代理人のもの） 
・代理権確認書類 

※番号確認書類･･･個人番号カード、通知カード,
個人番号が記載された住民票 

※本人確認書類･･･運転免許証、個人番号カード、 
健康保険証、年金手帳等 

※代理権確認書類･･･税務代理権限証書、委任状 

❾ 

❿ 

⓭ 

❼ 

❽ 

⓬ 

税制改正による変更点についての詳細は 
国税庁ホームページ等で必ずご確認ください。 
 
【国税庁ホームページ】 

令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の
見直し等について 
（https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025k
iso/index.htm） 

 

【特定親族特別控除の額の区分表記】 

 


